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職員の募集について（障害者選考採用試験（係員級）） 

 

１ 職務内容 

盛岡地方法務局登記部門係員（勤務先：盛岡市盛岡駅西通一丁目９番１５

号（盛岡第２合同庁舎））として、登記事務等に関する業務に従事する行政

職俸給表（一）１級職員として採用します。ただし、その後の人事異動によ

って、法務局が所管する業務（不動産登記、商業・法人登記、戸籍・国籍、

供託、人権擁護、訟務等）に従事することとなります。 

勤務先の設備は以下のとおりです。 

・エレベーター：有 

・出入口段差：無 

・階段手すり：有 

・トイレ：車椅子用、洋式 

・点字表示：一部有（廊下、エレベーター、階段手すり等） 

 

２ 応募資格等 

次の(1)から(3)の要件を満たす者 

(1) 次に掲げる手帳等の交付を受けている者 

ア 身体障害者手帳 

イ 身体障害者福祉法第１５条の規定により都道府県知事の定める医師が、

当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成した、障

害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げ

る障害に該当する旨が記載された診断書・意見書 

ウ 産業医又は人事院規則１０－４第９条等に規定する健康管理医による

イに準じる診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは

直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に

係るものを除く。） 

エ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児

童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指

定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判

定書 

オ 精神障害者保健福祉手帳 

(2) １９６４（昭和３９年）年４月２日から２００８（平成２０年）年４月
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１日までに生まれた者 

(3) 次のいずれかに該当しない者 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 国家公務員法第３８条の規定により公務員となることができない者 

(ｱ) 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその刑

の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるま

での者 

(ｲ) 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、その処分の日から２

年を経過しない者 

(ｳ) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

ウ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

(4) 選考に当たっての考慮事項 

パソコンによる書類作成ができること 

 

３ 勤務条件等 

(1) 給与 

給与は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）に基

づき支給されます。給与額は、学歴、経験年数等を勘案して算定します。 

(2) 諸手当 

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当（ボーナス）等があり

ます。 

(3) 勤務時間 

勤務時間は１日７時間４５分、原則として土・日曜日及び祝日等は休日

です。 

また、業務の状況に応じ、早出遅出勤務、フレックスタイム等の利用に

よる勤務時間の割り振り（始業時間の調整等）が可能です。 

(4) 休暇 

年次休暇（例：６月１日採用の場合、採用の年は１２日。残日数は翌年

に繰越し。２年目以降の残日数は２０日を限度として、当該年の翌年に繰

越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引、ボランテ

ィア等）、介護休暇等があります。 
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また、ワーク・ライフバランス（仕事と家庭生活の両立）支援制度とし

て、育児休暇制度等があります。 

(5) 服務 

国家公務員法に基づく服務規定等によることとなり、守秘義務や兼業制

限などが適用されます。 

 

４ 採用予定数 

１名 

 

５ 採用予定時期 

令和８年６月１日（月）（予定） 

 

６ 選考日程 

(1) 受付期間 

令和８年３月２４日（火）から同年４月２１日（火）まで 

(2) 第１次選考合格発表 

令和８年４月２２日（水）から同月２８日（火）まで 

※合格者のみに個別に電話連絡の上、後記(3)の第２次選考試験日の日

程調整を行います。 

(3) 第２次選考試験日及び試験会場 

ア 試験日 

令和８年５月１１日（月）及び同月１２日（火） 

イ 試験会場 

盛岡地方法務局本局（盛岡市盛岡駅西通一丁目９番１５号（盛岡第

２合同庁舎）） 

(4) 最終合格発表 

令和８年５月１４日（木） 

※合格者のみに個別に電話で通知します。 

 

７ 選考方法 

(1) 第１次選考 

ア 書類選考（経歴評定） 

イ 論文試験（課題に対する論文により、職務遂行に必要な能力を有して



 - 4 - 

いるかどうかを判断する試験） 

(2) 第２次選考 

面接試験（人柄・対人能力等についての試験） 

 

８ 応募方法 

(1) 応募者は、受付期間内に以下の書類を郵送又は電子メールで提出してく

ださい。 

ア 履歴書（別紙様式１） 

イ 職務経歴書（別紙様式２） 

ウ 論文（別紙様式３） 

(2) 受付期間 

令和８年３月２４日（火）から同年４月２１日（火）まで 

(3) 提出先 

〒020-0045 

盛岡市盛岡駅西通一丁目９番１５号（盛岡第２合同庁舎） 

盛岡地方法務局総務課人事係 

メール宛先：soumu_morioka@moj.go.jp 

件名：盛岡地方法務局障害者選考採用試験（係員級） 

 

９ 個人情報の取扱い 

 採用に関する個人情報については、採用活動を目的に利用するものとし、

その管理は「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に行います。 

 

10 問い合わせ先 

盛岡地方法務局総務課人事係 

住所：盛岡市盛岡駅西通一丁目９番１５号（盛岡第２合同庁舎） 

電話：019-624-1142（直通） 

メール：soumu_morioka@moj.go.jp 


